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豊川市教育委員会生涯学習課 

 



日時：令和元年５月２８日（火）午後２時 開会 

会場：豊川市音羽文化ホール 大会議室 

 

出席委員 

   会  長    細 野 文 冶 

副 会 長    穴 吹 富貴子 

委  員    黒 谷   豪 

   委  員    柴 田 功 己 

   委  員    井 上 豊 重 

   委  員    天 野 保 幸 

   委  員    中 村 詠 子 

   委  員    権 田 静 司 

委  員    山 川 和 明 

   委  員    塚 越 京 子 

委  員    藤 原 利 江 

委  員    大光明 隆 見      以上１２名 

 

事 務 局 

   教育長           髙 本 訓 久 

   教育部長          原 田   潔 

   教育部次長         前 田 清 彦 

   中央図書館長        近 藤 慎 一 

   中央図書館主幹       尾 崎 浩 司 

   スポーツ課長        戸 苅 憲 司 

生涯学習課長        林   弘 之 

     〃  課長補佐     大 茂 陽 一 

〃  生涯学習係長   鈴 木 理 之 

〃  主事       林    雅 司    以上１０名 

     

議題 

    １ 平成３０年度社会教育関係各種実績について 

  ２ 令和元年度社会教育関係各種計画について 

  ３  第３次豊川市生涯学習推進計画に掲げた施策の平成３０年度実績の検

証について 

  ４ 民法改正に伴う今後の新成人祝賀会のあり方について 

  ５ その他 

 

 

 

 



 （午後２時 開会） 

「事務局」 皆様、大変お忙しい中をご参集いただきましてありがとうござい

ます。定刻になりましたので、ただ今より、令和元年度第１回社会教育審議会

をはじめさせていただきます。 

 本年度の 1 回目の会議になりますが、豊川市の社会教育委員の任期は５月２

３日から翌年の５月２２日までの１年間となっています。新たな委員任期での

最初の会議になりますので、本会の会長が選出されるまで、生涯学習課長の林

が、審議会の進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  

それでは、髙本教育長よりご挨拶を申し上げます。 

 

「教育長」（あいさつ）新しい委員、そして元号も変わり、令和になって最初の

会議です。任期中はお力をお貸しいただくことが多いかと思いますが、よろし

くお願いいたします。新たに委員になられた方ついては、事業報告等も含めな

がら活動内容についてのご説明を差し上げますが、お分かりにならない点もあ

るかと思いますので、ご質問などいただければと思います。また、昨年度に引

き続き委員をお務めいただける皆さんについては、昨年一年間の活動には大変

感謝しておりますし、新たな出発ということでご協力いただければと思います。 

 

「事務局」 ありがとうございました。それでは、会議次第に従いまして進め

させていただきます。次第の３「自己紹介」ですが、会議資料に令和元年度の

豊川市社会教育委員名簿がございます。充て職等による委員の異動が２名及び

前年度までの委員１名の辞職に伴い、新たに３名の方が委員になられ、１３名

の委員で会の審議や生涯学習推進計画実績検証などを進めていきたいと思いま

す。 

 委嘱状につきましては、直接お渡ししてお願いするのが本来でありますが、

時間の都合もございますので、お手元に配布させていただいております。１３

名の委員の皆様、よろしくお願いいたします。 

それでは、会議資料の名簿順に自己紹介をしていただきたいと思います。恐

れ入りますが黒谷 豪委員からよろしくお願いいたします。 

 

「事務局」 ありがとうございました。 

なお、本日、委員の出席については、「豊川市社会教育審議会規則第 7 条に定

められた会議開催の定足数である２分の１以上を満たしておりますので、ここで

ご報告申し上げます。 

それでは、次第４の「役員の選出」でございます。資料４３ページに掲載した

「豊川市社会教育審議会規則」をご覧ください。規則第３条に、審議会に会長及

び副会長 1 名を置く。会長及び副会長は、委員のうちから互選する。会長及び副

会長の任期は、各１年とする。ただし、再任を妨げない。としてございます。会

長及び副会長の選出はどのようにいたしましょうか。 

 



（事務局一任の声あり） 

 

「事務局」 ただ今、委員から「事務局一任」とありましたので、事務局にて提

案させていただきます。それでは、会長には引き続き細野委員を、副会長には

新たに穴吹委員にお引き受けいただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

（賛同の拍手あり） 

 

「事務局」 ありがとうございます。それでは、会長には引き続き細野委員に、 

副会長には新たに穴吹委員にご就任いただきます。 

細野委員、穴吹委員には、それぞれ会長席、副会長席へお移りくださるようお

願いいたします。 

 それでは、それぞれ一言ずつごあいさつをいただきたいと思います。 

 

「会 長」（あいさつ）昨年度まで「学びを生かしたまちづくり 家庭・学校・

地域の連携」というテーマのもと、２年間研究を行い、一冊の報告書として教

育員会へ提出しました。今年度もすでにテーマは「第３次豊川市生涯学習推進

計画の中間見直し」に決まっています。審議会等で研究活動を進め、良い成果

が出ればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

「副会長」（あいさつ）私が所属する「豊川おやこ文化の会」は、子ども会員が

６０名ほどいて、「私はこう思う」とか気付いたことを顔や態度に出して自己表

現することを目標としています。この会議への出席が初めての方は緊張されて

いると思いますし、私もそうでした。でも、なぜ私たちがこの場にいるのかを

考えると、自分たちの後ろにいる市民の方の意見を出す・聞くということだと

思うので、皆さんで言い合えて聞き合えたらいいなと思います。よろしくお願

いいたします。 

  

「事務局」 どうも、ありがとうございました。それでは、これからの議事進行

につきましては、規則第４条に基づき、会長のもとで進めていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

「会 長」 それでは、次第に従いまして、議事に入らせていただきます。議題

（１）「平成３０年度社会教育関係各種実績について」事務局から説明をお願い

します。 

 

「事務局」 

議題（１）「平成３０年度社会教育関係各種実績について」資料に基づき説明。  

１ 平成３０年度社会教育委員の活動報告 

   ・社会教育審議会を５月・９月・２月の計３回開催 



   ・各種総会や研修会、大会への参加 

   ・１１月２２日には、愛知県社会教育委員連絡協議会東三河支部後期研修  

会を東三河公民館連合会と合同開催 

 ・研究テーマに関する現場視察を１度、ワークショップを４度実施 

２ 平成３０年度社会教育関係団体補助事業実績 

３ 平成３０年度社会教育の事業報告 

（１）生涯学習課事業実施状況 

    ア 市域生涯学習関連講座実施状況 

      ・とよかわオープンカレッジ通常講座を３４５講座開催し、成立 

講座数としては前年度の３５６講座より微減で、受講者は１４ 

２名減少の４，６３３名 

    イ 生涯学習成果発表会実施状況 

      ・９月と３月の年２回開催し、舞台発表に出演者２５７名、観覧 

者３２０名、作品展示に展示数１，４８９点、来場者６５０名 

    ウ 地域生涯学習事業の実施状況（校区別） 

      ・３４７講座を開催し、５，３８２名の参加で前年度比微増 

    エ 生涯学習会館利用状況 

      ・５館合計で１１，０８３件の利用、１４９，４７２名の利用者 

      ・前年度比ほぼ横ばい 

    オ 公民館利用状況 

      ・４館合計で８，５０３件の利用、９９，３３１名の利用者 

      ・増加傾向 

    カ その他の社会教育施設の利用状況 

      ・三河天平の里資料館は、１３，７４１名の利用者で、前年度比 

１．４倍の増加 

      ・平和交流館は、年間２万人程度の来園を想定のところ、５１，

２４２名が来園 

 （２）スポーツ課事業実施状況 

    【大会】 

     ●豊川リレーマラソン２０１８ 

      ・８回目の開催で、マラソンブームにも乗り参加者は増加傾向 

      ・モデルの熊江琉唯氏をゲストランナーに招聘 

     ●豊川市市民水泳大会 

      ・参加者が減少傾向 

    【教室・講演会等】 

     ●ウォーキング教室（新規事業） 

      ・スポーツのきっかけづくり 

 （３）体育施設利用状況 

    ア 総合体育館 

      ・三遠ネオフェニックスのプレシーズンマッチ未開催等により全



体的に減少 

    イ 体育施設 

      ●陸上競技場 

       ・豊橋市陸上競技場のリニューアルに伴い、大会の移転開催が 

        終了し、例年通りの実績 

      ●弘法山公園野球場 

       ・拠点チームの他施設への移動に伴い減少 

    ウ 市プール 

      ・雨天や猛暑等の天候や施設の老朽化により入場者総数が減少 

    エ 武道館 

      ・柔道団体の定期練習が１つ無くなったため、柔道場の利用者数 

が減少 

    オ 野外センター（きららの里） 

      ・台風２１号及び２４号の影響により、管理棟の屋根が飛ぶなど

被害があり、キャンセル等が多く利用者が１割程度の減少 

    カ 旧一宮町体育施設 

      ・いこいの広場（ゲートボール場）は、台風２４号の影響により 

コート表層が流されるなどの被害があり、利用者が減少 

    キ 旧音羽町体育施設 

    ク 旧御津町体育施設 

    ケ 旧小坂井町体育施設 

      ・いずれも例年並み 

 （４）中央図書館・４分館事業実施状況 

    ア 個人利用の状況等 

      ・開館日数は、中央、４分館とも前年度より増加 

      ・中央図書館は、１１月の整理期間中に２階閲覧室を７日間開放 

      ・図書館管理規則の一部改正に伴い、音羽図書館と御津図書館に 

おいては、祝日の翌日を開館とし、それぞれ１２日の増加 

      ・来館者数は全館合計６７８，３４１人で前年度比２．７％増加 

      ・利用登録は一般・児童合計１１４，１５６人で前年度比１．９％  

増加 

      ・館外貸出の総計は１，２５３，６９３点で前年度比０．５％減

少、利用者数は３１８，７４７人で前年度比１％の減少 

    イ 図書館資料の整備状況 

      ・２６，７１１冊を取得、整理 

    ウ 図書館活動 

     （ア）行事・企画展示 

        ・全館共通で図書館検定を開催し、９６４名が参加 

        ・中央図書館での「子ども読書の日」のつどいをはじめ、 

各行事に合計で３，３９２名が参加 



      

     （イ）ボランティア等活動（おはなしのへや） 

        ・全館で２２９回、５，４７３名が参加 

     （ウ）本の修理ボランティア活動 

        ・年間で４，８９０冊を修理 

     （エ）電子図書館 

        ・４，６７９ライセンスを取得し、利用登録者数（一般登録）、  

貸出冊数ともに大幅に増加 

 （５）ジオスペース館事業実施状況 

    ア プラネタリウム入場者数 

      ・１２，６９８名で前年度比ほぼ横ばい 

    イ 専用利用 

      ・ドーム専用使用日数、入場者数ともに減少 

    ウ 館内イベント等 

      ・各種イベントを計２１回開催し、１，２７３名が参加 

    エ 館外イベント等 

      ・とよかわ星空観望会を２回開催し、２９３名が参加 

    オ 送迎バス利用 

      ・保育園４３園、小学校２６校が利用 

 （６）地域情報ライブラリー事業実施状況 

    ア 視聴覚教材の整備 

      ・豊川の歴史散歩など地域映像資料を制作 

    イ 視聴覚教材の整備 

      ・機材３３回、教材７本を貸出 

    ウ 講習会・映画鑑賞会等 

      ・市民名画劇場、平和映画会を開催 

 

「会 長」  ただいまの説明について、ご意見等がありましたら、ご発言くださ

い。 

 

「委 員」 電子図書館について、ライセンス取得には費用がかなりかかると思

いますが、どうでしょうか。また、貸し出しはどのようにやられていますか。 

 

「事務局」 まず利用登録をしてもらい、インターネット上の表示のブラウザで

閲覧いただく仕組みになります。費用の面については、寄付を資源とし５年間

分の書籍の購入やシステムの運用に充てていて、あと１年を残しています。金

額的には高いことはなく、元来公共図書館向けのサービスであり、利用状況は

順調で財政担当からも理解を得られており、今後も同様に購入を進めていける

算段です。期限については厳密で、期日が来ると自動的に読めなくなります。 

 



「委 員」 各部門で利用人数についてはよく分かりました。オープンカレッジ

もそうですが、８割は女性です。各事業への参加で男女比が分かるようであれ

ば教えてください。 

 

「事務局」 男女別に集計を取っているわけではないので実数はお示しできませ

んが、割合はおよそ２：８です。男性の参画は事務局でも懸案事項です。 

 

「事務局」 体育施設については男女の区分なく集計していますので比率は分か

りかねますが、イベントについては中には性別で把握しているものもあります。

手元に正式な資料がありませんので感覚で申し上げますが、マラソンイベント

は男性が多く、ウォーキング教室は女性の参加が多いです。性別や年齢層でス

ポーツをやっていただけていない方へどうアプローチしていくかが重要だと思

います。 

 

「事務局」 中央図書館については、お子さんとおみえになる方は女性が多いで

すが、お仕事や勉強・研究など用途は様々ですので、職員が毎日見ている感覚

では、同数程度の利用があるように感じています。 

 

「委 員」 おいでん祭のよさこいコンテストに、私たちの園からも毎年参加し

ています。元々イベントをされている側は、「裾野を広げる活動」を意図してや

っていらっしゃると思うのですが、マンネリ化してしまい来年で終了するそう

です。こうしたイベントと情報交換やタイアップして、裾野を広げられるよう

なアイデアを出していけたらと思います。 

 

「委 員」 実績として挙げられていませんが、本宮山の登山者が多くいると思

うのですが、どの課が把握しているのでしょうか。 

 

「事務局」 調べておきます。 

 

「会 長」 他にご意見もないようですので、原案どおりご了承いただいたもの

としてよろしいですか。 

 

（了承の拍手あり） 

 

「会 長」 次に議題２「令和元年度社会教育関係各種計画について」事務局よ

り説明をお願いします。 

 

「事務局」 

  議題（２）「令和元年度社会教育関係各種計画について」資料に基づき説明。 

 ４ 令和元年度社会教育委員の活動計画 



   ・年３回（５月、９月、３月）の審議会を予定 

   ・「第三次生涯学習推進計画の中間見直し」を調査・研究テーマにワーク  

ショップや視察を予定 

   ・県社会教育委員連絡協議会評議委員会・総会（６月６日）にて柴田委員 

が表彰を受ける 

   ・県社会教育委員連絡協議会東三河支部総会・前期研修会（６月２７日） 

へ参加予定 

   ・県社会教育委員連絡協議会東三河支部後期研修会（１１月２１日）は、 

東三河公民館連合会と合同開催を予定 

 ５ 令和元年度 社会教育関係団体補助事業 

   ・例年並みの補助金支出を予定 

 ６ 令和元年度教育委員会（社会教育）の主要事業 

   基本目標１ 豊かな心と健やかな体を育む教育を実現します 

   基本目標２ 社会の変化に応える確かな学力を育成します 

   基本目標３ 豊かな人生を自らが築く生涯学習社会を確立します 

   基本目標４ 魅力ある教育環境づくりを進めます 

    ⑤スポーツ環境の整備 

    ●豊川公園街なか賑わい創出基盤整備事業を新設（スポーツ課） 

 ７ 令和元年度 

 （１）生涯学習課 

    ●大橋屋（旧旅籠鯉屋）開館式 

     ・４月２４日に開館 

    ●生涯学習成果発表会 

     ・例年通り年２回開催予定 

    ●その他事業 

     ・例年通り開催予定 

 （２）スポーツ課 

    ●豊川リレーマラソン２０１９ 

     ・今年で第９回目 

     ・４２０チーム、約３，４００人から申し込みあり 

     ・ゲストランナーの招聘により参加者の増加が顕著に 

    ●第６０回豊川市市民体育大会 

    ●２０１９トヨカワシティマラソン大会 

    ●トップアスリートふれあい交流事業 

     ・バレーボール教室は、日本代表関係の指導者招聘を検討中 

     ・野球教室は、愛知県出身の元プロ選手を講師に検討中 

    ●ウォーキング教室 

     ・平成３０年度より保健センターと連携して開催 

  

 



（３）中央図書館 

    ア ボランティア等による読み聞かせ等 

      ・中央図書館で１０団体、各分館で５団体の計１５団体が活動予定  

      ・修理本ボランティアの活動も例年通り予定（現在５３名） 

    イ 行事・企画展示の予定 

      ●全館共通 

      ・図書館検定を開催予定 

      ●中央図書館 

      ・開館２０周年記念事業として春と秋に図書館まつりを開催予定 

      ・図書館コラボイベントを１０行事開催予定 

      ●各分館 

      ・計８６の展示を予定 

 （４）ジオスペース館 

    ア プラネタリウム上映 

    イ 講座・イベント等 

      ・親子お天気教室を４回に増設する他、例年通り開催予定 

      ・機器の更新のため令和２年１月～３月まで休館予定 

 （５）地域情報ライブラリー 

 

「会 長」 ただいまの説明について、ご意見等がありましたら、ご発言くださ

い。 

 

「副会長」 学校図書の充実に関連して、小学校の各教室はエアコンが入って

いますが、図書室のエアコンが故障している所があります。教室の方が涼しい

ので子どもたちが図書室に来ない状況です。整備がきちんとなされているのか

気になります。 

 

「事務局」 教育委員会の庶務課が所管になりますので、事実関係を確認して

伝えます。 

 

「副会長」 今年度も放課後子ども教室をやられるということで、講師が不足

している中で、昨年度から話が出ている企業との連携についてはどうなってい

ますか。 

 

「事務局」 副会長が仰るように放課後子ども教室の最たる課題が講師の不足

や高齢化です。昨年度から企業と連携して事業に取り組んでいまして、６社と

実施しました。イチビキ、加藤数物、岡田建設、イトコー、中日精工、アジア

クリエイトの６社です。放課後子ども教室に限定したものではなく、生涯学習

事業全般で関わり合いを持てないかと試行錯誤しているところです。 

 



「委 員」 図書館で新刊を購入される際の基準はありますか。 

 

「事務局」 毎週選書を行っています。最終的には司書が判断する中で、様々

な分野の物を提供できるようにと選書しています。 

 

「事務局」 補足ですが、今申し上げたのは、「新刊全点案内」という発行され

た書籍全てが情報として図書館に届く雑誌を基にした選書です。その他にも書

店が見本を持ち込む「見計らい購入」という方法もあります。基本的には万遍

なく購入することが目標ではありますが、ある程度は大きさや難易度が標準的

な物に落ち着いていきます。また、リクエスト購入という方法もあります。司

書の審査を経て購入した場合は最初にお読みいただけます。 

 

「会 長」  それでは他にご意見もないようですので、原案どおりご承認いただ

いたものとします。各委員の皆様には、計画に沿って、ご協力をお願いいたし

ます。 

 次に、議題３「第３次豊川市生涯学習推進計画に掲げた施策の平成３０年度実

績の検証について」事務局から説明をお願いします。 

 

「事務局」 「第３次豊川市生涯学習推進計画に掲げた施策の平成３０年度実績

の検証について」 資料に基づき説明。 

 ・拡充が９項目 

 ・本計画の策定に携わった庁内検討部会のメンバーにより詳細な実績把握と 

検証を実施予定（９月頃） 

 １－（１）－⑤民間団体・民間事業者との連携 

       １民間団体等との連携した生涯学習の推進 

        拡充：企業連携事業を６社と実施 

 １－（２）－②子育て世代が参加しやすい学習機会の提供 

       １親子で参加できる講座の充実 

        拡充：親子ふれあい工房にて８講座中６講座で定員を増員 

 １－（３）－②障害者に配慮した学習機会の提供 

       ３誰もが参加しやすい学習機会の提供 

        拡充：放課後子ども教室で特別支援サポ―ターを増員 

 １－（３）－③情報化社会に対応した学習機会の提供 

       ４ＩＣＴに関する講習会等の開催 

        拡充：プリオ生涯学習会館の Wi－fi 機器を増強 

 ３－（１）－②学習活動が市民活動につながる仕組みづくり 

       １ボランティア活動の場の充実 

        拡充：平和公園にてボランティア活動を開始 

       ３ボランティア・市民活動体験・養成講座の開催 

        拡充：大橋屋にてボランティア養成講座を実施 



 ３－（３）－①学習成果の評価と活用 

       １社会教育関係者による主要事業の評価・検討 

        拡充：社会教育委員による社会教育に関する報告書を作成 

 ３－（３）－②地域の生涯学習施設を拠点としたまちづくりの支援 

       ２地域のグループやサークルの活動支援 

        拡充：生涯学習指導員の指導によりサークル数が増加 

３－（３）－④まちづくりにつながる人材育成と活動の場の充実 

       ４文化財ボランティアガイド活用事業の推進 

        拡充：大橋屋にてボランティア養成講座を実施 

 

「会 長」 ただいまの説明について、ご意見等がありましたら、ご発言くださ

い。 

 

「会 長」 特にないようですので、次に、議題４「民法改正に伴う今後の新成

人祝賀会のあり方について」事務局から説明をお願いします。 

 

「事務局」 「民法改正に伴う今後の新成人祝賀会のあり方について」資料に基

づき説明。 

 ●経緯 

  ・成人年齢を２０歳から１８歳に引き下げる改正民法が令和４年４月１日 

   に施行される（令和５年１月開催の新成人祝賀会から対象となる） 

  ・法律による規定がないため、自治体が方向性を定める必要がある 

 ●選択肢 

  ①従来どおり２０歳で祝賀会を開催する（新成人祝賀会ではない） 

  ②１８歳に引き下げて開催する（令和５年のみ時間を違えて同日に、もしく

は日を違えて三世代同時に開催する） 

  ③開催時期を変える 

 ●県内他自治体の方針 

  ・豊明市、岡崎市、刈谷市、豊橋市の４自治体が２０歳で行うことを表明 

 ●アンケート結果（平成３１年１月開催新成人祝賀会にて実施） 

 （問）成人式について、開催するべきと考えますか 

    開催するべき（７７．６％）・どちらでもよい（２１．９％）  

 （問）成人式を行う対象年齢についてどう思いますか 

    ２０歳がよい（８２．６％）・１８歳がよい（６．１％）・ 

どちらでもよい（１１．３％） 

 

「会 長」 ただいまの説明について、委員の皆さんのご意見を伺いたいと思い

ますので、黒谷委員から順にご意見や感想等をご発言ください。 

 ・２０歳で開催との意見が大多数 

 ・中には１９歳という意見もあり 



 

「会 長」 全委員の意見聴取ができました。民法改正に伴う新成人祝賀会のあ

り方の検討の際に事務局は今回の意見などを参考としてください。 

 

「会 長」 次に議題（５）のその他ですが、事務局から何かありますか。 

「事務局」 第３次豊川市生涯学習推進計画中間見直しのスケジュールを説明 

 

「会 長」 それではこれで、すべての議題が終了しました。委員の皆さん、事

務局から他に連絡事項はありませんか。 

特にないようですので、本日の社会教育審議会を終了させていただきます。皆

様ご協力ありがとうございました。 

 

（午後３時４０分 閉会） 


